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　県では、従業員の心の健康づくりを進めようとする事業所を支援し、労働者及び使用者にメンタ
ルヘルスに関する知識を深めてもらうことを目的として、県内４会場でフォーラムを開催します。
　本年度のテーマは、平成27年12月からスタートした「ストレスチェック制度」です。
　ストレスチェックの導入を「どのように進めていくか」といった基本の実務からストレスチェッ
クの結果を「どのように職場で活かしていくか」といった活用方法に至るまで、企業のメンタルヘル
ス対策の第一線で活躍する講師からお話しいただきます。また、県保健福祉事務所の保健師による
「ゲートキーパー※研修」も併せて実施します。
　企業の管理職や人事労務担当者のほか、労使でメンタルヘルス対策に取り組もうとする労組役
員、従業員の方々など、メンタルヘルスに関心のある多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

6月

開催日時 会　　場 演題及び講師 申込先

7月27日(水)

13:30～16:00

7月29日(金)

13:30～16:00

8月9日(火)

13:30～16:00

8月23日(火)

13:30～16:00

佐久平交流センター

（佐久市佐久平駅南4-1）

飯田勤労者福祉センター

（飯田市東栄町3108-1）

長野県長野合同庁舎

（長野市南長野南県町686-1）

長野県松本合同庁舎

（松本市島立1020）

長野県東信労政事務所

（上田市材木町1-2-6）

電話0268-25-7144

長野県南信労政事務所

（伊那市荒井3497）

電話0265-76-6833

長野県北信労政事務所

（長野市南長野南県町686-1）

電話026-234-9532

長野県中信労政事務所

（松本市島立1020）

電話0263-40-1936

※受付開始　7/20～

「どう活かす？ストレスチェック制度」
～体験から学ぶセルフケア
能力アップのヒント～

田村 和佳子 氏（産業カウンセラー）

「ストレスチェック‐実務と活用‐」
～チェック実施の現場から、

どう運用し活かしていくのかを探る～
高橋 知也 氏（産業カウンセラー）

「ストレスチェックどう始める、どう活用する？」
～進め方のヒント～

伊藤 かおる 氏（産業カウンセラー）

参加は無料です。

ストレスチェック制度をテーマとした
講演会を開催します

ストレスチェック制度をテーマとした
講演会を開催します

～平成28年度 心の健康づくりフォーラム～

※ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図る（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に
つなげ、見守る）ことができる人のことです。家族や地域、職場、保健、医療、教育の場面など誰もがゲートキーパーになることができます。



　県外で勤務し、専門的な能力や経験等を有する人材の県内への転職を支援し、県外からの人材還流を促進す
るため、県外の専門的人材を雇用する企業に対し、必要な人件費等の一部を助成する「しあわせ信州ＵＩJター
ン就業補助金」の平成28年度申請受付を開始しました。

１　補助対象者
　　県内に事業所等を有し、県外のプロフェッショナル人材を県内で雇用しようとする法人又は個人事業主
　　※プロフェッショナル人材…概ね５年以上の勤務により事業の計画・運営などの実績を有し、受入先の企業で

事業創出力の強化に繋がるような活躍が期待できる人材のことをいいます。
２　対象経費
　　企業が負担するプロフェッショナル人材に係る以下の経費
　　①給与（給料・手当・賞与）、②社会保険料、③本人及び家族の転居に要した経費
３　補助対象期間
正式採用前に有期雇用契約又は出向契約によるお試しの雇用をする場合には最長３か月（当該雇用契約の期間
が限度）、当初から正式採用の場合は雇用開始から２か月を対象とします。

４　補助率
対象経費の１／２以内です。ただし、以下の重点分野にプロフェッショナル人材を就業させる場合には２／３
以内になります。
① 情報技術（IT）、② 医療機器・健康福祉機器の開発、③ 健康食品・健康飲料の開発、④ 省エネルギーに資する
機械装置・製品の開発、⑤ 自然エネルギーを活用した製品の開発、⑥ 電気自動車・小型航空機等の次世代交通分
野に係る基幹部品・加工装置の開発、保守

５　補助限度
１社５人まで（１人当たりの上限額はありません。）

６　申請書の提出
　　本補助金は必ず雇用開始前に申請していただく必要があります。以下の窓口へ資料を請求するか、県ホームペー
ジから様式等をダウンロードしていただき、作成の上、必要書類を添えて郵送又は持参で提出願います。審査の
都合がありますので、雇用開始の概ね20日前までに提出してください。

一人で悩まず相談を！労働相談のご案内一人で悩まず相談を！労働相談のご案内一人で悩まず相談を！労働相談のご案内一人で悩まず相談を！労働相談のご案内
○困った時は労政事務所へ

○メールによる労働相談も実施しています

　労働条件、著しい長時間労働、賃金不払い残業、解雇、職場の人間関係など労働に関してお困りでしたら、お
近くの労政事務所にご相談ください。相談は秘密厳守、無料です。
　一人で悩まず一緒に解決しましょう！

　上記の労働相談の受付時間（平日の8：30～ 17：15）に相談できない方にもご利用いただけるよう、メールによる労働相
談を行っています。こちらもお気軽にご利用ください。休日（土・日・祝日、年末年始）を除いて7日以内に回答いたします。

◆メールによる労働相談の方法
　長野県ホームページの下記のＵＲＬから入力フォームの画面に相談内容、必要事項を入力した上で、お勤めの場所を担当
する労政事務所を選択して送信してください。
　ＵＲＬ：http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/sodan/mail.html

■お問い合わせ・提出先
　〒380-8570（この郵便番号を記載していただくと住所の記載は不要です。）
　長野県庁　労働雇用課　雇用対策係　あて
　TEL：026-235-7201（直通）　　電子メール：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

■県ホームページ　http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/uij.html

名　　称 所　　在　　地 電話番号

東信労政事務所

南信労政事務所

中信労政事務所

北信労政事務所

上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

0268-25-7144

0265-76-6833

0263-40-1936

026-234-9532

「しあわせ信州ＵＩＪターン就業補助金」
の平成28年度受付を始めました。

「しあわせ信州ＵＩＪターン就業補助金」
の平成28年度受付を始めました。

「しあわせ信州ＵＩＪターン就業補助金」
の平成28年度受付を始めました。

「しあわせ信州ＵＩＪターン就業補助金」
の平成28年度受付を始めました。
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「信州でインターンシップ応援補助金」のご案内「信州でインターンシップ応援補助金」のご案内

平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況平成28年春季賃上げ要求・妥結状況

　長野県では、県外学生が県内事業所で実施されるインターンシップ（就業体験）に参加するために必要な経費
を補助することで、県外学生の県内事業所におけるインターンシップの参加を促進します！

　労働雇用課では、毎年春闘の時期に併せ、県内の民間労働組合を対象に「春季賃上げ要求･妥結状況調査」を実
施しております。平成28年５月31日現在でまとめた調査結果（第２報）の概要は、次のとおりです。
　調査対象420組合のうち136組合から県に賃上げ要求の報告があり、その内の94.1％に当たる128組合が
妥結しました。
　平均要求額は8,777円で、前年同期と比べ金額で762円減少し、平均要求率は3.52％で、前年同期を0.33ポ
イント下回っています。
　また、平均妥結額は3,840円で、前年同期と比べ金額で565円減少し、平均賃上率は1.54％で、前年同期を
0.23ポイント下回っています。
　企業規模別の状況をみると、従業員1,000人以上企業規模の平均妥結額が、4,043円（賃上率1.49％）、300
人未満企業規模の平均妥結額は、3,565円（賃上率1.50％）となりました（表１）。
　なお、春季賃上げに関する調査結果は、県のホームページにも最新のものが掲載されています。

●書類提出先及びお問い合わせ先
〒380-8570　長野県長野市南長野幅下692-2　長野県庁 産業労働部 労働雇用課 雇用対策係
TEL 026-235-7201　E-mail koyotai@pref.nagano.lg.jp

対象者

対象事業

補助対象経費

補助限度額

申請手続

http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/toukei/toukei/shunki/chosa28.html　

（注）１　要求・妥結状況は、単純平均によるものです。２　平均賃上率は、妥結組合の平均賃金に対するものです。

①県外大学等に在籍し、かつ、県外に在住する学生

②長野県内に事業所等を有する事業者

以下の要件を満たすインターンシップ（就業体験）

①長野県内の事業所等で実施されるもの

②実施期間が実働３日以上　　等

①旅　費　県外の居住地から宿泊先を経由して実習先の往復に要する費用

②宿泊費　インターンシップ実施期間（実施日の前後を含む。）において、実習先に滞在するために要する費用

一人当たり40,000円

※同一年度中に限り、限度額に達するまで複数回申請可能。

インターンシップに参加（又は実施）する日の７日前までに申請書をご提出ください。

手続の詳細等については、以下の県ホームページをご覧ください。

http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/internship.html

春季賃上げ要求・妥結状況（第２報Ｈ28.５.31現在）
妥結額3,840円は前年同期に比べ565円減、賃上率は1.54％（表１）

区　　　分

調査産業計
（H28.5.31現在）

前年第2報（H27.5.31）

要　　　　求

平均年齢 平均賃金 組合数 平均要求額 平均要求率 組合数 平均妥結額 平均賃上率

妥　　　　結

企業規模別

状　　況

300人未満

300～ 999人

1000人以上

39.3

38.8

39.7

40.7

39.4

249,253

236,601

263,973

265,662

247,801

136

74

48

14

134

8,777

8,443

9,055

9,589

9,539

3.52

3.57

3.43

3.61

3.85

128

70

45

13

129

3,840

3,565

4,210

4,043

4,405

1.54

1.50

1.60

1.49

1.77

歳 円 組合 円 % 組合 円 %
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「労働ながの」に対するご意見、ご希望、ご感想をお待ちしております！

労働ながの
編集発行人：長野県産業労働部労働雇用課長 酒井裕子
発　行　所：長野県産業労働部労働雇用課
　　　　　　〒380-8570（住所不要）
　　　　　　電話 026-235-7118　FAX 026-235-7327　Eメール:rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

労働ながのは県HPにも掲載しています!
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html

長野県ものづくり人材
育成応援キャラクター

【4】

　「労働委員会」は労働者と使用者の間の紛争を迅速・円満に解決する、独立の権限を持った行政機関です。

　このうち、労働組合と使用者の主張が一致せず、団体交渉等での解決が困難な場合などに多く利用されている
「③労働争議の調整」（あっせん）は、次のような流れになっています。

〇申請の手続きは簡単で、費用は無料です。
〇労働問題の専門家であるあっせん員（公益、労働者、使用者、事務局職員の四者構成）が対応し、迅速に調整が行われます。
〇秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

（主な役割） 　①不当労働行為の審査　　
　　　　　　②労働組合の資格審査
　　　　　　③労働争議の調整（労働組合と使用者間の紛争）～あっせん・調停・仲裁～　
　　　　　　④個別労働紛争のあっせん（労働者個人と使用者間の紛争）

労働ながの

技術専門校・南信工科短期大学校の短期課程訓練生を募集します技術専門校・南信工科短期大学校の短期課程訓練生を募集します
　岡谷・佐久技術専門校、南信工科短期大学校では、離職者・転職者などの求職者を主な対象として、平成28年10月に開
講する６か月コースの訓練生を募集しています。興味をお持ちの方は各校にお問い合せください。

出願資格　　職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得しようとする者
選考方法　　職業適性検査、人物考査（面接）
選考会場　　入校しようとする校
授業料等　　授業料・入校料及び入校審査料は
　　　　　　　※教科書類、作業服及び資格取得等の経費は別途必要になります。
そのほか　　求職者の方は、各種手当や給付金を受けられる場合がありますので、まずは最寄りの
　　　　　　公共職業安定所にご相談ください。

募集日程 募集科目

受 付 期 間

選　考　日

合 格 発 表

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

平成28年８月３日（水）

平成28年９月７日（水）

平成28年８月10日（水）

平成28年９月14日（水）

平成28年７月４日（月）から

７月25日（月）まで

平成28年８月10日（水）から

８月31日（水）まで

岡谷技術専門校
電話　0266(22)2165
http://www.pref.nagano.lg.jp/okagisen/

佐久技術専門校
電話　0267(62)0549
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakugisen/

南信工科短期大学校
電話　0265(71)5051
http://www.nanshinkotan.ac.jp/

電子制御コース

機械CAD加工コース

機械科

10人

10人

10人

校　　名 訓　練　科 訓練期間 募集定員

６か月
(10月入校)

あっせんの流れ

申　　請 労使の一方又は双方が事務局に申請書を提出します。

事務局職員が労使双方から､紛争の原因や経過等をお聞きします。

あっせん員が労使双方の主張を調整し、話し合いのとりなしをします｡

協定書を作成します。（※労使の歩み寄りがなく、解決の見込みがない場合あっせんを打ち切ることがあります。）

事前調査

あっせん

解　　決

（お問い合わせ先）長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）　ＴＥＬ　026－235－7468　　Ｅ－mail　roi@pref.nagano.lg.jp
　　　　　　　　  ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

無料

円満な労使関係を目指して ～労働委員会で解決してみませんか～円満な労使関係を目指して ～労働委員会で解決してみませんか～
長野県労働委員会ニュース長野県労働委員会ニュース


